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規 則

神戸市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２０年１２月２６日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市規則第３８号
神戸市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

神戸市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年１２月規則第７５号）の一部を次のように改正する。

第７条の次に次の２条を加える。

（出産育児一時金の加算のための特別の事由）

第７条の２ 条例第９条第１項ただし書に規定する特別の事由に該当するときは，次の各号に

掲げる要件のいずれにも該当すると市長が認めるときとする。

� 病院，診療所，助産所その他の者（以下「病院等」という。）であつて，次のア及びイの

いずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であること。

ア 当該病院等による医学的管理の下における出産について，特定出産事故（出産（健康

保険法施行規則（大正１５年内務省令第３６号）第８６条の２の基準に該当する出産に限る。）

に係る事故（同規則第８６条の３の事由により発生したものを除く。）のうち，出生した者

が当該事故により脳性麻にかかり，同規則第８６条の４の程度の障害の状態となつたもの

をいう。）が発生した場合において，当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図

るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて同規則第８６

条の５の要件に該当するもの（次号において「特定出産事故に係る保険契約」という。）

が締結されていること。

イ 出産に係る医療の安全を確保し，当該医療の質の向上を図るため，健康保険法施行規

則第８６条の６の措置を講じていること。

� 条例第９条第１項ただし書の加算された額の支給を受けようとする者が，産科医療補償

制度登録証（前号ア及びイのいずれにも該当する病院等が特定出産事故に係る保険契約の

締結に伴い妊娠後２２週目に達する日までに当該妊婦に対して交付する書面をいう。）を有し

ていること。

２ 市長は，条例第９条第１項ただし書の加算された額の支給を受けようとする者に対し，必

要があると認める書類の提出を求めることができる。

（出産育児一時金の加算額）

第７条の３ 条例第９条第１項ただし書に規定する規則で定める額は，３万円とする。

様式第１２号を次のように改める。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成２１年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の神戸市国民健康保険条例施行規則の規定は，平成２１年１月１日以

後の出産について適用し，同日前の出産については，なお従前の例による。

３ この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は，当分の間，なお使用すること

ができる。

告 示

神戸市告示第５７４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者を次のとおり

指定した。

平成２０年１２月２６日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市告示第５７５号
神戸市都市公園条例施行規則（昭和３３年３月規則第１１７号）第５条第３項の規定により，布

引公園について平成２１年１月１日�の供用時間を午前６時から午後５時までとする。
平成２０年１２月２６日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市告示第５７６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５９条第１項に規定する指定自立支援医療機関

を指定したので，同法第６９条の規定により次のとおり公示します。

平成２１年１月５日

神戸市長 矢 田 立 郎

公の施設 指定管理者 指定期間
神戸市中央区波止場町
中突堤中央ターミナル

大阪市北区中之島３丁目６番３２号
商船三井興産株式会社
代表取締役 �梨 芳男

平成２１年４月１日から
平成２５年３月３１日まで

神戸市中央区東川崎町１丁
目
ハーバーランド広場

東京都中央区京橋３丁目１２番２号
大成サービス株式会社
代表取締役 日比野 宏明

神戸市中央区波止場町
震災メモリアルパーク

神戸市中央区波止場町２番２号
社団法人神戸港振興協会
理事 鵜崎 功
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神戸市告示第５７７号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６３条第１項に規定する指定自立支援医療機関

の廃止の届出があったので，同法第６９条の規定により次のとおり公示します。

平成２１年１月５日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市告示第５７８号
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第３７条に基づき，同法施行規則

第６５条第２項に定める制限区域について，以下のとおり設定したので告示する。

平成２１年１月５日

神戸港港湾管理者

神戸市長 矢 田 立 郎

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第２条第１項に規定する国際航

海船舶が停泊している場合においては，�に接続する同法第２９条に規定する重要国際埠頭施設
についてはその前面６０メートル以内の範囲

� ポートアイランド地区PI－M岸壁前泊地

神戸市告示第５７９号
次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。

平成２１年１月５日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 届け出た地縁による団体

� 名称

名 称 所 在 地

自立支援

医療の

種類

指定年月日

イムノファーマシー

三宮南薬局

神戸市中央区磯辺通３丁目２番１１号

三宮ファーストビル１階

精神通院

医療
平成２１年１月１日

ナガタ薬局西代店
神戸市長田区御屋敷通３丁目１番３４号

サンタウンアコルデ１F

精神通院

医療
平成２１年１月１日

西神中央ナチュラリ

ーさくら薬局

神戸市西区糀台５丁目５番地２

ナチュラリー西神中央２－２０５

精神通院

医療
平成２１年１月１日

ハートフルケア訪問

看護ステーション
神戸市須磨区北落合４丁目５番

精神通院

医療
平成２１年１月１日

名 称 所 在 地

自立支援

医療の

種類

廃止年月日

イムノファー

マシー三宮南薬局

神戸市中央区磯辺通３丁目２番１１号

三宮ファーストビル１階

精神通院

医療
平成２０年１２月３１日

ポラム薬局 神戸市長田区林山町１番地４１
精神通院

医療
平成１９年１２月１日
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北自治会

� 事務所

神戸市西区神出町北３９５番地

� 代表者の氏名

田中 敏憲

� 代表者の住所

神戸市西区神出町北３４４番地の１２

２ 変更があった事項及びその内容

� 代表者の氏名

「室山 八郎」を「田中 敏憲」に改める。

� 代表者の住所

「神戸市西区神出町北９３番地」を「神戸市西区神出町北３４４番地の１２」に改める。

３ 変更の年月日

平成１７年１月１０日

神戸市告示第５８０号
平成２０年１２月２４日付けをもって，次の者を神戸市教育委員会の委員に任命した。

平成２１年１月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市須磨区若木町３丁目６番５号

山 口 芳 弘

神戸市告示第５８１号
地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可を

したので，同条第１０項の規定により次のとおり告示する。

平成２１年１月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 名称

神戸北町大原１丁目自治会

２ 規約に定める目的

本会は，神戸北町大原１丁目地区の住民相互の親睦を図るとともに，同地区の環境を高度

に維持促進するために，住み良い街づくりに貢献することを目的とし，次の事業を行う。

� 関係行政機関との連携調整ならびに資料の交換または配布

� 集会場の維持管理運営

� 道路の清掃及び公園・沿道の草刈り及び公園・沿道の清掃

� ゴミ収集所（家庭ごみ置場及び荒ごみ置場）清掃

� 建築協定委員会の運営

� 本会の組織下にある各部会の認可，統轄，指導又は研修補助等

	 防犯灯の管理


 その他本会の目的達成に必要な業務もしくは事業の遂行

３ 区域

神戸市北区大原１丁目１番１号を除く１丁目の全域とする。

４ 主たる事務所
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神戸市北区大原１丁目７番２号

５ 代表者の氏名

久保 文子

６ 代表者の住所

神戸市北区大原１丁目６番９号

７ 裁判所による代表者の職務執行の停止

なし

８ 職務代行者の選任

なし

９ 代理人

なし

１０ 規約に定めた解散の事由

本会は総会において会員の４分の３の同意により解散する。

１１ 認可年月日

平成２０年１２月２６日

神戸市告示第５８２号
地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可を

したので，同条第１０項の規定により次のとおり告示する。

平成２１年１月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 名称

神戸北町大原２丁目自治会

２ 規約に定める目的

本会は，神戸北町大原２丁目地区の住民相互の親睦を図るとともに，同地区の環境を高度

に維持促進するために，住みよい街づくりに貢献することを目的とし，次の事業を行う。

� 関係行政機関との連携調整並びに資料の交換又は配布

� 集会所の維持管理運営

� 道路，公園，沿道の清掃及び公園，緑道の草刈

� ゴミ収集所（家庭ゴミ置場及び荒ゴミ置場）の清掃

� 建築協定委員会の運営

� 本会の組織下にある各部会の許可，統括，指導または研修補助等

	 防犯灯の管理


 その他本会の目的達成に必要な業務もしくは事業の遂行

３ 区域

神戸市北区大原２丁目全域とする。

４ 主たる事務所

神戸市北区大原３丁目２０番１号

５ 代表者の氏名

杉村 雅宏

６ 代表者の住所

神戸市北区大原２丁目７番４号

７ 裁判所による代表者の職務執行の停止

なし
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８ 職務代行者の選任

なし

９ 代理人

なし

１０ 規約に定めた解散の事由

本会は，総会において第一種会員の４分の３以上の同意により解散する。

１１ 認可年月日

平成２０年１２月２６日

神戸市告示第５８３号
地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可を

したので，同条第１０項の規定により次のとおり告示する。

平成２１年１月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 名称

神戸北町大原３丁目自治会

２ 規約に定める目的

本会は，神戸北町大原３丁目地区の住民相互の親睦を図るとともに，同地区の環境を高度

に維持促進するために，住み良い街づくりに貢献することを目的とし，次の事業を行う。

� 関係行政機関との連携調整並びに資料の交換又は配布

� 集会所の維持管理運営

� 道路・公園・沿道の清掃及び公園等の草刈り

� ゴミ収集所（家庭ごみ置場及び荒ごみ置場）清掃

� 建築協定委員会の運営

� 本会の組織下にある各部会の認可，統轄，指導又は研修補助等

	 防犯灯の管理


 その他本会の目的達成に必要な業務若しくは事業の遂行

３ 区域

神戸市北区大原３丁目１７番１号を除く３丁目の全域とする。

４ 主たる事務所

神戸市北区大原３丁目２０番１号

５ 代表者の氏名

馬場 栄二

６ 代表者の住所

神戸市北区大原３丁目１５番１８号

７ 裁判所による代表者の職務執行の停止

なし

８ 職務代行者の選任

なし

９ 代理人

なし

１０ 規約に定めた解散の事由

本会は，総会において第１種会員の４分の３の同意により解散する。

１１ 認可年月日
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平成２０年１２月２６日

神戸市告示第５９０号

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等

を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

別表のとおり

２ 保管期間

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３ 返還事務を行う時間

� 北保管所及び岡場保管所

ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

�ア 火曜日 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 月が丘保管所

ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

�ア 水曜日 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 前２号に掲げる自転車等の保管所以外の自転車等の保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

なければならない。

５ その他

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないとき

は，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。
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別表

神戸市告示第５９１号
神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等

を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

別表のとおり

２ 保管期間

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３ 返還事務を行う時間

� 魚崎浜保管所及び稗原保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

なければならない。

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ，又は放置され

ていた場所

撤去し，及び保管した自

転車等の台数

撤去し，及び保管した年

月日
問 い 合 わ せ 先

長田区駒栄町１丁目２番

西部保管所

新長田駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ８９台

原動機付自転車 １台

平成２０年１２月２日 須磨区妙法寺字ヌメリ石１番地の１

建設局西部建設事務所

長田区管内長期放置 自転車 ６台 電話 ７４２－２４２４

須磨区中落合２丁目１番

名谷保管所

名谷駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １７台

原動機付自転車 ８台

平成２０年１２月３日

須磨区管内長期放置 自転車 ５台

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

高速長田駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３２台

原動機付自転車 ４台

平成２０年１２月４日

長田区駒栄町１丁目２番

西部保管所

新長田駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５９台 平成２０年１２月８日

長田区管内長期放置 自転車 ３台

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

高速長田駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２０台

原動機付自転車 １台

平成２０年１２月９日

長田区駒栄町１丁目２番

西部保管所

鷹取駅（南・北）周辺自転車等

放置禁止区域

自転車 １０台 平成２０年１２月１０日

長田区管内長期放置 自転車 ２台

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

板宿駅（南）周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １６台

原動機付自転車 ２台

平成２０年１２月１１日

長田区管内長期放置 自転車 ９台

須磨区中落合２丁目１番

名谷保管所

名谷駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １１台

原動機付自転車 ２台

平成２０年１２月１２日

須磨区管内長期放置 自転車 １台

須磨区須磨浦通２丁目２番

須磨保管所

須磨・須磨海浜公園駅周辺自転車

等放置禁止区域

自転車 ２１台 平成２０年１２月１６日

須磨区管内長期放置 自転車 １台

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

板宿駅（南・北）周辺自転車等

放置禁止区域

自転車 ５１台 平成２０年１２月１７日

長田区管内長期放置 自転車 ８台

長田区駒栄町１丁目２番

西部保管所

鷹取駅（南・北）周辺自転車等

放置禁止区域

自転車 ６台 平成２０年１２月１８日

長田区管内長期放置 自転車 ６１台
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５ その他

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないとき

は，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

神戸市告示第５９２号
神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等

を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

別表のとおり

２ 保管期間

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３ 返還事務を行う時間

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ，又は放置され

ていた場所

撤去し，及び保管した自

転車等の台数

撤去し，及び保管した年

月日
問 い 合 わ せ 先

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

ＪＲ住吉駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４２台

原動機付自転車 ７台

平成２０年１２月１日 東�区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

阪神御影駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １１台 平成２０年１２月３日 電話 ８５４－２１９１

阪急御影駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ７台

原動機付自転車 ２台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

阪神魚崎駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２３台 平成２０年１２月４日

阪神青木駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １５台

阪神深江駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １０台

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

ＪＲ�駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １８台

原動機付自転車 １台

平成２０年１２月８日

阪急王子公園駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １７台

原動機付自転車 １台

阪神大石駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

阪急岡本駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２３台

原動機付自転車 ３台

平成２０年１２月１０日

ＪＲ摂津本山駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３７台

原動機付自転車 １台

ＪＲ甲南山手駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ９台

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

阪神新在家駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２台 平成２０年１２月１１日

ＪＲ六甲道駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ８７台

原動機付自転車 １７台

阪急六甲駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４台

原動機付自転車 ２台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

ＪＲ住吉駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４３台

原動機付自転車 ７台

平成２０年１２月１８日

�区・東�区長期放置 自転車 ８７台

原動機付自転車 ６台

平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２３６９



� 北保管所及び岡場保管所

ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

�ア 火曜日 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 月が丘保管所

ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

�ア 水曜日 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 前２号に掲げる自転車等の保管所以外の自転車等の保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

なければならない。

５ その他

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないとき

は，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ，又は放置され

ていた場所

撤去し，及び保管した自

転車等の台数

撤去し，及び保管した年

月日
問 い 合 わ せ 先

中央区小野浜町２番２１号

三宮保管所

三宮駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４８台

原動機付自転車 ３台

平成２０年１２月２日 兵庫区湊川町２丁目１番１２号

建設局中部建設事務所

自転車 ４２台

原動機付自転車 ４台

平成２０年１２月８日

春日野道駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５台

元町駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３１台

原動機付自転車 １台

三宮駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ６８台

原動機付自転車 １３台

平成２０年１２月１１日

自転車 ４５台

原動機付自転車 ５台

平成２０年１２月１６日

元町駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４８台

原動機付自転車 １台

三宮駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４９台

原動機付自転車 ３台

平成２０年１２月１８日

春日野道駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １１台

中央区長期放置 自転車 １５８台

原動機付自転車 ６台

平成２０年１２月２６日

２３７０ 平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号



神戸市告示第５９３号
神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等
を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成２１年１月２０日
神戸市長 矢 田 立 郎

１ 自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，
及び保管した自転車等の台数，撤去し，保管した年月日並びに問い合わせ先
別表のとおり

２ 保管期間
この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３ 返還事務を行う時間
� 北保管所及び岡場保管所
ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内
�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで
�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降
�ア 火曜日 午後３時から午後７時まで
�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 月が丘保管所
ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内
�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで
�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降
�ア 水曜日 午後３時から午後７時まで
�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 前２号に掲げる自転車等の保管所以外の自転車等の保管所
ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで
イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項
自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

兵庫区湊町１丁目３５

湊町保管所

神戸駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １１２台

原動機付自転車 ７台

平成２０年１２月１日

兵庫駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５２台

原動機付自転車 ２台

平成２０年１２月４日

和田岬駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５台

新開地駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４４台

原動機付自転車 １台

平成２０年１２月１０日

湊川駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４３台

原動機付自転車 ２台

神戸駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ８１台

原動機付自転車 ８台

平成２０年１２月１５日

兵庫駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ６２台

原動機付自転車 ２台

平成２０年１２月１７日

和田岬駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ７台

兵庫区長期放置 自転車 ２０８台

原動機付自転車 １０台

平成２０年１２月２６日

平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２３７１



なければならない。
５ その他

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から
１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相
当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないとき
は，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

神戸市告示第５９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，平成２１年１月２１日からその供用を開始する。

その関係図面は，神戸市建設局道路部管理課に備え置いて，平成２１年２月３日まで一般の縦

覧に供する。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

自転車等の保管および返還の場所
自転車が置かれ，又は放置されて

いた場所

撤去し，及び保管した自

転車等の台数

撤去し，及び保管した年

月日
問 い 合 わ せ 先

垂水区西舞子８丁目２０番１９号

垂水保管所

塩屋駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １０台

原動機付自転車 ５台

平成２０年１２月３日 垂水区福田５丁目６番２０号

建設局垂水建設事務所

垂水区管内長期放置 自転車 ３台 電話 ７０７－０２３４

舞子駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２２台

原動機付自転車 ８台

平成２０年１２月４日

垂水区管内長期放置 自転車 １台

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １１台

原動機付自転車 ６台

平成２０年１２月９日

垂水区管内長期放置 自転車 ４台

原動機付自転車 ２台

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２３台

原動機付自転車 ２２台

平成２０年１２月１２日

垂水区管内長期放置 自転車 １２台

原動機付自転車 １台

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １６台

原動機付自転車 １６台

平成２０年１２月１５日

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３０台

原動機付自転車 １２台

平成２０年１２月１７日

垂水区管内長期放置 自転車 ２台

舞子駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １９台

原動機付自転車 ３台

平成２０年１２月１９日

西舞子駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ６台

原動機付自転車 ０台

垂水区管内長期放置 自転車 ９台

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １１台

原動機付自転車 １８台

平成２０年１２月２２日

垂水駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １３台

原動機付自転車 ４台

平成２０年１２月２５日

垂水区管内長期放置 自転車 １０台

原動機付自転車 ２台

道路の
種類

路 線 名 区 間 新旧別 延 長
（メートル）

幅 員
（メートル）

市道 赤塚山２号
線

神戸市東�区住吉山手４丁目
１８７２番１６１地先から

新 ２７．５０ 最大 ６．７０
最小 ２．８０

神戸市東�区住吉山手４丁目
１８７２番１６１地先まで

旧 ２７．５０ 最大 ４．００
最小 ２．４０

２３７２ 平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号



神戸市告示第５９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，平成２１年１月２１日からその供用を開始する。

その関係図面は，神戸市建設局道路部管理課に備え置いて，平成２１年２月３日まで一般の縦

覧に供する。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市告示第５９６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下「法」という。）第１５条１項に規定する医師

に指定した者，身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号。以下「令」という。）第３条第

２項の規定により指定を辞退した医師は次のとおりであるので，神戸市身体障害者福祉法施行

細則第３条の規定により，勤務地の変更を届け出た者も含めて告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

道路の
種類

路 線 名 区 間 新旧別 延 長
（メートル）

幅 員
（メートル）

市道 西垂水３０号
線

神戸市垂水区宮本町２２１７番地
先から

新 ４０．６０ ２．５０

神戸市垂水区宮本町２２２２番２
地先まで

旧 ４０．６０ １．１０

平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２３７３



２３７４ 平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号



平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２３７５



２３７６ 平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号



平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２３７７



２３７８ 平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号



平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２３７９



神戸市告示第５９７号
神戸市立海づり公園条例施行規則（昭和５１年４月１６日規則第３３号）第５条第１項第３号の規

定により，神戸市立須磨海づり公園については，平成２１年２月１６日及び同月１８日�から同月
２０日�まで，神戸市立平磯海づり公園については，平成２１年２月１６日から同月１８日�まで及
び同月２０日�を休園する。
神戸市立水産体験学習館条例施行規則（平成１０年３月１９日規則第７８号）第８条第１項第３号

の規定により，神戸市立水産体験学習館については，平成２１年２月１７日�を休館する。
平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市告示第５９８号
次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条４項の規定により，当該指定医療機関の事業を廃止したとして届出があったので，

生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

２３８０ 平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号



平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 病院，診療所又は薬局

神戸市告示第５９９号
次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条

４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 病院，診療所又は薬局

２ 指定訪問看護事業者等

神戸市告示第６００号
次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条４項の規定により，当該指定医療機関の名称等に変更があったとして届出があった

ので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 病院，診療所又は薬局

名 称 所 在 地 廃止年月日
是則医院 東�区御影郡家１丁目３２番１８号 平成２０年１１月３０日
吉武内科 北区鈴蘭台北町１丁目２番２号 平成２０年４月３０日
藤井歯科医院 垂水区千鳥が丘１丁目１番１号 平成２０年１２月２７日
サンワ薬局 中央区神若通６丁目１番２１号 平成２０年２月２９日

名 称 所 在 地 指定年月日

是則医院 東�区御影郡家１丁目３２番１８号 平成２０年１２月１日

吉武内科 北区鈴蘭台北町１丁目２番２号 平成２０年５月１日

吉江歯科クリニック 西区井吹台西町３丁目５番４号 平成２０年４月１日

らくじゅ薬局 神大前店 兵庫区荒田町３丁目１２番１３号 平成２０年１２月１日

スギ薬局 東垂水店 垂水区東垂水町字高丸７６２番地の６６８ 平成２０年１２月１日

サンワ薬局 中央区神若通６丁目１番２１号 平成２０年３月１日

三宮ハート薬局 中央区三宮町２丁目５番１号 平成２０年４月１日

指定訪問看護事業

者等の名称

指定訪問看護事業

者等の主たる事務

所の所在地

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の名称

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の所在地

指定年月日

ハートフルケア株

式会社

須磨区北落合４丁

目５番

ハートフルケア訪

問看護ステーショ

ン

須磨区北落合４丁

目５番
平成２０年１１月１日

名 称 所 在 地 変更年月日

（旧）医療法人社団一功会ひらいクリニック

（新）フェニックス岩岡クリニック
西区岩岡町岩岡９１７番地の１２ 平成２０年１２月１日

平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２３８１



神戸市告示第６０１号
次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条４項の規定により，当該指定医療機関の事業を休止したとして届出があったので，

生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 指定訪問看護事業者等

神戸市告示第６０２号
次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の規定により，当該指定を受けた施術者の事

業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 柔道整復師

神戸市告示第６０３号
次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号）第１４条４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の２の規定により告示す

る。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 柔道整復師

２ あんまマッサージ指圧師

指定訪問看護事業

者等の名称

指定訪問看護事業

者等の主たる事務

所の所在地

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の名称

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の所在地

休止年月日

株式会社兵庫福祉

保険サービス

須磨区戎町４丁目

１番１７号

ほのか訪問看護ス

テーション

須磨区戎町１丁目

２番５号
平成２０年１０月３１日

施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 廃止年月日

夜久 暁子 HMSC整骨院 須磨区前池町３丁目２番３号 平成２０年６月２６日

施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 指定年月日

�田 隆一 元氣日吉整骨院 長田区日吉町６丁目２番５号 平成２０年１２月１日

桑形 卓男 クワガタ整骨院 兵庫区下祇園町１番１０号 平成２０年１２月１日

夜久 暁子
HMSCマッサージ

鍼灸整骨院
須磨区前池町３丁目４番１号 平成２０年６月２７日

高橋 邦弥
HMSCマッサージ

鍼灸整骨院
須磨区前池町３丁目４番１号 平成２０年６月２７日

２３８２ 平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号



神戸市告示第６０４号
次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の規定により，当該指定を受けた施術者の開

設している施術所の名称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の２の

規定により告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 柔道整復師

神戸市告示第６０５号
次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第

１４条４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 居宅介護事業者

２ 居宅介護支援事業者

施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 指定年月日

竹内 正邦
らいふマッサージ

治療院 長田店
長田区庄山町２丁目３番１１号 平成２０年１１月２８日

高野 好美 高野治療院 須磨区前池町２丁目５番５号 平成２０年１１月１３日

施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 変更年月日

唯 正和
（旧）唯接骨院

（新）ゆい接骨院

（旧）北区八多町中１１番地の１

（新）北区八多町中８８１番
平成２０年１２月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

由良 公二
垂水区桃山台２丁

目１１８８番地の１７

ゆら歯科クリニッ

ク

垂水区福田２丁目

１番１８号
平成２０年１１月１日

有限会社 らくじ

ゅ薬局

北区有野中町１丁

目１１番８号

らくじゅ薬局 神

大前店

兵庫区荒田町３丁

目１２番１３号
平成２０年１２月１日

株式会社スギ薬局

愛知県安城市三河

安城町１丁目８番

地４

スギ薬局 東垂水

店

垂水区東垂水町字

高丸７６２番地の６６８
平成２０年１２月１日

ハートフルケア株

式会社

須磨区北落合４丁

目５番

ハートフルケア訪

問看護ステーショ

ン

須磨区北落合４丁

目５番
平成２０年１１月１日

有限会社コスモサ

ービス

須磨区妙法寺字地

子田１０３５番地の２

予防デイ コスモ

タン

須磨区妙法寺字地

子田１０３５番地の２
平成２０年８月１日

平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２３８３



３ 介護予防事業者

神戸市告示第６０６号
次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の規定により，当該指定介護機関の名称

等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 居宅介護事業者

２ 居宅介護支援事業者

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

株式会社なごみ
長田区雲雀ケ丘２

丁目２番３号

居宅介護支援事業

所あさんて

兵庫区羽坂通４丁

目２番２６号
平成２０年１１月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

由良 公二
垂水区桃山台２丁

目１１８８番地の１７

ゆら歯科クリニッ

ク

垂水区福田２丁目

１番１８号
平成２０年１１月１日

有限会社 らくじ

ゅ薬局

北区有野中町１丁

目１１番８号

らくじゅ薬局 神

大前店

兵庫区荒田町３丁

目１２番１３号
平成２０年１２月１日

株式会社スギ薬局

愛知県安城市三河

安城町１丁目８番

地４

スギ薬局 東垂水

店

垂水区東垂水町字

高丸７６２番地の６６８
平成２０年１２月１日

ハートフルケア株

式会社

須磨区北落合４丁

目５番

ハートフルケア訪

問看護ステーショ

ン

須磨区北落合４丁

目５番
平成２０年１１月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
変更年月日

医療法人社団一功

会

西区岩岡町岩岡

９１７番地の１２

（旧）医療法人社団

一功会ひらいクリ

ニック

（新）フェニックス

岩岡クリニック

西区岩岡町岩岡

９１７番地の１２
平成２０年１２月１日

（旧）株式会社てと

あし

（新）株式会社マリ

ーゴールド

須磨区北落合４丁

目５番

（旧）ベリーケアサ

ービス

（新）マリーゴール

ドケアサービス

須磨区神ノ谷１丁

目１番７７号
平成２０年７月７日

２３８４ 平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号



３ 介護予防事業者

神戸市告示第６０７号
次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の規定により，当該指定介護機関の事業

を休止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 居宅介護事業者

２ 居宅介護支援事業者

３ 介護予防事業者

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
変更年月日

（旧）株式会社てと

あし

（新）株式会社マリ

ーゴールド

須磨区北落合４丁

目５番

（旧）ベリーケアサ

ービス

（新）マリーゴール

ドケアサービス

須磨区神ノ谷１丁

目１番７７号
平成２０年７月７日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
変更年月日

医療法人社団一功

会

西区岩岡町岩岡

９１７番地の１２

（旧）医療法人社団

一功会ひらいクリ

ニック

（新）フェニックス

岩岡クリニック

西区岩岡町岩岡

９１７番地の１２
平成２０年１２月１日

（旧）株式会社てと

あし

（新）株式会社マリ

ーゴールド

須磨区北落合４丁

目５番

（旧）ベリーケアサ

ービス

（新）マリーゴール

ドケアサービス

須磨区神ノ谷１丁

目１番７７号
平成２０年７月７日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
休止年月日

株式会社兵庫福祉

保険サービス

須磨区戎町４丁目

１番１７号

ほのか訪問看護ス

テーション

須磨区戎町１丁目

２番５号
平成２０年１０月３１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
休止年月日

株式会社兵庫福祉

保険サービス

須磨区戎町４丁目

１番１７号

ほのか居宅介護支

援事業所

須磨区戎町１丁目

２番５号
平成２０年１０月３１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定に係る介

護事業所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
休止年月日

株式会社兵庫福祉

保険サービス

須磨区戎町４丁目

１番１７号

ほのか訪問看護ス

テーション

須磨区戎町１丁目

２番５号
平成２０年１０月３１日

平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２３８５



公 告

神戸市公告第５１０号
一般競争入札により契約を締結するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第４条の規定

により，次のとおり公告します。

平成２０年１２月２６日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 入札に付する事項

「中財産区」所有土地の売払い

所在：神戸市北区鹿の子台北町４丁目２２番１・２５

地目：宅地

地積：３６６．２５�（実測）
２ 入札に参加する者に必要な資格

次の各号のいずれかに該当する者は，入札に参加することができません。

� 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。

� 神戸市における不動産の売払いに係る契約手続において次の事項のいずれかに該当する

と神戸市が認めたときから２年を経過しない者。その者を代理人，支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者についても，また同様とします。

ア 競争入札において，その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し，若し

くは不正の利益を得るために連合したとき。

イ 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。

ウ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

エ 落札したにもかかわらず正当な理由がなくて契約を締結しなかったとき。

オ 神戸市における競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の

履行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用したとき。

� 買受けた土地を，暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために

利用する等公序良俗に反する用に使用しようとする者。

� 次の事項のいずれかに該当すると認められる者。

ア 神戸市から直接に又は第三者を経由して不動産を買受け又は借受けた者で，当該不動

産に係る公序良俗に反する使用の禁止の定めに違反した者。

イ アに該当する法人その他の団体の代表者，理事，取締役，支配人その他これらに類す

る地位（以下「代表者等の地位」という。）に現にある者及び違反時にあった者。

ウ ア又はイに該当する者が代表者等の地位にある法人その他の団体。

３ 入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎１号館１７階

神戸市行財政局財政部管財課（電話番号０７８‐３２２‐５１４２）

（以下「管財課」という。）

４ 入札の参加に関する要領の交付期間，交付場所及び交付方法

� 交付期間

平成２０年１２月２６日�から平成２１年２月５日�まで（神戸市の休日を定める条例（平成３
年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）
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午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 交付場所

管財課

� 交付方法

無料交付

５ 入札参加申込みの日時及び場所

� 入札参加申込みの日時

平成２１年２月３日�・４日�・５日�の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時
までを除く。）

� 入札参加申込みの場所

管財課

� 入札参加申込みに関する事項

入札への参加は，上記５�の期間内に申込みをした者に限ります。
６ 入札及び開札の日時及び場所

� 入札日時

平成２１年２月２５日�午前１１時００分から
� 開札日時

平成２１年２月２５日�午前１１時１５分から
� 入札及び開札の場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館１４階会議室

７ 入札保証金に関する事項

� 入札保証金の額は，入札金額の１００分の５以上の額とします。

� 入札に参加する者は，入札保証金を手形交換所加盟の金融機関が金融機関自身を支払人

として振り出した小切手により，入札の当日に三井住友銀行神戸市役所出張所へ納付し，

その領収書を入札時に提出してください。

８ 入札の無効に関する事項

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書を所定の日時を過ぎて提出したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

� 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

� 入札保証金を納付せず，又はその金額に不足があるとき。

� 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

	 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。


 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

� 前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

９ その他

� 本件契約には，土地利用に関して次の条件を付します。詳細については，実施要領で確

認してください。

ア 戸建て専用住宅の敷地とすること。

イ 公序良俗に反する使用の禁止。
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ウ 風俗営業等の禁止。

� 入札方法

入札の当日に交付する入札書に必要事項を記載し，記名押印のうえ入札箱に投入するこ

と。郵便による入札はできません。

� 落札者決定方法

落札者は，規則第１０条の規定により定めた予定価格以上の価格のうち，最高の価格をも

って入札をした者とします。落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，

直ちに，くじにより落札者を決定します。

� 契約締結の手続

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９６条の５第２項及び財産区の財産の管理及び処

分に関する条例（昭和３９年３月条例第７８号）第１０条の規定により，中財産区協議会及び兵

庫県知事の書面による同意後に，落札者と契約を締結します。

なお，本物件は神戸市有地ではなく「中財産区」有地であるため，「中財産区」（管理者

は神戸市長）との契約になります。

� 入札の実施要領の内容は，神戸市ホームページで見ることができます。

（http : //www.city.kobe.jp/kanzai/urichi.html）

神戸市公告第５１１号
一般競争入札により契約を締結するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第４条の規定

により，次のとおり公告します。

平成２０年１２月２６日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 入札に付する事項

土地（所在，地目及び地積 別表のとおり）の売払い

２ 入札に参加する者に必要な資格

次の各号のいずれかに該当する者は，入札に参加することができません。

� 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。

� 神戸市における不動産の売払いに係る契約手続において次の事項のいずれかに該当する

と神戸市が認めたときから２年を経過しない者。その者を代理人，支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者についても，また同様とします。

ア 競争入札において，その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し，若し

くは不正の利益を得るために連合したとき。

イ 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。

ウ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

エ 落札したにもかかわらず正当な理由がなくて契約を締結しなかったとき。

オ 神戸市における競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の

履行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用したとき。

� 買受けた土地を，暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために

利用する等公序良俗に反する用に使用しようとする者。

� 次の事項のいずれかに該当すると認められる者。

ア 神戸市から直接に又は第三者を経由して不動産を買受け又は借受けた者で，当該不動

産に係る公序良俗に反する使用の禁止の定めに違反した者。

イ アに該当する法人その他の団体の代表者，理事，取締役，支配人その他これらに類す
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る地位（以下「代表者等の地位」という。）に現にある者及び違反時にあった者。

ウ ア又はイに該当する者が代表者等の地位にある法人その他の団体。

３ 入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎１号館１７階

神戸市行財政局財政部管財課（電話番号０７８‐３２２‐５１４２）

（以下「管財課」という。）

４ 入札の参加に関する要領の交付期間，交付場所及び交付方法

� 交付期間

平成２０年１２月２６日�から平成２１年２月５日�まで（神戸市の休日を定める条例（平成３
年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 交付場所

管財課

� 交付方法

無料交付

５ 入札参加申込みの日時及び場所

� 入札参加申込みの日時

平成２１年２月３日�・４日�・５日�の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時
までを除く。）

� 入札参加申込みの場所

管財課

� 入札参加申込みに関する事項

入札への参加は，上記５�の期間内に申込みをした者に限ります。
６ 入札及び開札の日時及び場所

� 入札日時

別表のとおり

� 開札日時

別表のとおり

� 入札及び開札の場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館１４階会議室

７ 入札保証金に関する事項

� 入札保証金の額は，入札金額の１００分の５以上の額とします。

� 入札に参加する者は，入札保証金を手形交換所加盟の金融機関が金融機関自身を支払人

として振り出した小切手により，入札の当日に三井住友銀行神戸市役所出張所へ納付し，

その領収書を入札時に提出してください。

８ 入札の無効に関する事項

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書を所定の日時を過ぎて提出したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

� 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

� 入札保証金を納付せず，又はその金額に不足があるとき。

� 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。
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	 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。


 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

� 前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

９ その他

� 本件契約には，土地利用に関して次の条件を付します。詳細については，実施要領で確

認してください。

ア 公序良俗に反する使用の禁止。

イ 風俗営業等の禁止。

� 入札方法

入札の当日に交付する入札書に必要事項を記載し，記名押印のうえ入札箱に投入するこ

と。郵便による入札はできません。

� 落札者決定方法

落札者は，規則第１０条の規定により定めた予定価格以上の価格のうち，最高の価格をも

って入札をした者とします。落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，

直ちに，くじにより落札者を決定します。

� 契約締結の手続

契約の締結は，落札者の決定後に引き続いて行います。

� 入札の実施要領の内容は，神戸市ホームページで見ることができます。

（http : //www.city.kobe.jp/kanzai/urichi.html）
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神戸市公告第５１２号
平成８年７月９日付けで決定のあった神戸国際港都建設事業新長田駅北地区震災復興土地区

画整理事業の事業計画を平成２１年１月７日付けで変更したので，土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）第５５条第１３項において準用する同条第９項の規定により，次のとおり公告します。

平成２１年１月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

事業施行期間についての変更に係る事項

「平成８年７月９日から平成２１年３月３１日まで」を「平成８年７月９日から平成２２年３月３１

日まで」に変更

神戸市公告第５１３号
平成５年１月２７日付けで決定のあった神戸国際港都建設事業浜山地区土地区画整理事業の事

業計画を平成２１年１月７日付けで変更したので，土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第

５５条第１３項において準用する同条第９項の規定により公告します。

平成２１年１月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

神戸市公告第５１４号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１３項において準用する同条第８項の規定

により国土交通大臣から神戸国際港都建設事業浜山地区土地区画整理事業の施行地区及び設計

の概要についての変更を表示する図書の写しの送付を受けたので，同条第１３項において準用す

る同条第１０項及び土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第１条の２の規定により，当

該図書を次のとおり公衆の縦覧に供します。

平成２１年１月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎２号館５階

神戸市都市計画総局市街地整備部浜山都市整備課

２ 縦覧時間

午前８時４５分から午後５時３０分まで

神戸市公告第５１５号
兵庫ふ頭の区域の港湾関連用地の借受人を次のとおり公募します。

平成２１年１月７日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 貸付けに係る土地の場所

神戸市兵庫区築地町２４番のうち

２ 貸付けに係る土地の面積

１区画 約６２平方メートル

３ 公募期間
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平成２１年１月２２日�から平成２１年１月２８日�まで
４ 借受人の決定

借受人は，別途配布する申込書の内容にもとづき，選考のうえ，追って申込者に通知しま

す。

５ 公募期間後の措置

当該公募期間中に借受けの申込みがなかった場合については，当該公募期間の終了後，先

着順により申込みを受け付けます。（ただし，平成２１年３月３１日�までの申込みが対象とな
ります。）いずれの場合も借受人は，別途書類選考のうえ，決定するものとします。

６ 賃貸料等（平成２０年度）

� 建物の所有を目的とする事業用定期借地権を設定する場合

１０・１５・２０年の事業用定期借地権を設定する場合

ア 賃貸料

１平方メートル当たり月額３４４円

イ 賃貸借契約を締結した時に徴収する保証金

賃貸料の６箇月分に相当する額

� 建物の所有を目的としない場合

ア 賃貸料

１平方メートル当たり月額３４４円

イ 賃貸借契約を締結した時に徴収する保証金

賃貸料の６箇月分に相当する額

７ 応募資格

公募のしおりを参照のこと。

８ 公募のしおり及び申込用紙の配布期間及び配布場所

� 配布期間

平成２１年１月８日�から随時
� 配布場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館２３階

神戸市みなと総局経営企画部企業誘致課

９ 申込みの受付場所及び問い合わせ先

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館２３階

神戸市みなと総局経営企画部企業誘致課

電話（０７８）３２２－５６７１（直通）

神戸市公告第５２０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定によ

る届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定により次のとお

り公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書

類を次のとおり縦覧に供します。

なお，法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活動

を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は，平成２１年１月８日から４月以内に，神戸市に対
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し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

平成２１年１月８日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

大丸ピーコック明舞店

神戸市垂水区狩口台１丁目１番地の７

２ 変更しようとする事項

� 荷さばき施設の位置及び面積

（変更前）

（変更後）

� 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

（変更前）

（変更後）

３ 変更する年月日

平成２１年３月１日

４ 変更する理由

兵庫県が策定した「明舞団地再生計画」を推進するため，当該店舗の荷さばき施設及び廃

棄物等の保管施設を移設し，その跡地に，既存の公社賃貸住宅の住み替え受け皿住宅を整備

する。

５ 届出年月日

平成２０年１２月２２日

６ 縦覧期間

平成２１年１月８日から平成２１年５月７日まで

７ 縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館７階

神戸市産業振興局商業課

位 置 面 積
建物西側 ４２．２５平方メートル
建物西側 ３１６．００平方メートル
合 計 ３５８．２５平方メートル

位 置 面 積
建物西側 ４２．２５平方メートル

建物１階中央及び建物南側 ３２８．００平方メートル
合 計 ３７０．２５平方メートル

位 置 容 量
建物南西側 ８．６８立方メートル
建物南西側 ５．６７立方メートル
合 計 １４．３５立方メートル

位 置 容 量
建物１階南側 １８．０立方メートル
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神戸市公告第５２１号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定に基づき，農用地利用

集積計画を次のように定めたので，同法第１９条の規定により公告します。

平成２１年１月８日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

別表のとおり

２ 前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在，地番，地目及び面積

別表のとおり

３ 第１項に規定する者に前項に規定する土地について利用権の設定を行う者の氏名及び住所

別表のとおり

４ 第１項に規定する者が設定を受ける利用権の種類，内容（土地の利用目的を含む。），始期，

存続期間並びに借賃及びその支払の方法

別表のとおり

５ 第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

別表に定めるもののほか，次に定めるところによる。

� 借賃の支払猶予

利用権の設定を行う者（以下「甲」という。）は，災害その他やむを得ない事由のため，

利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が借賃の支払期限までに借賃の支払をする

ことができない場合は，相当と認められる期日までその支払を猶予する。

� 借賃の減額

利用権の設定を受ける土地（以下「目的物」という。）が農地である場合において，別表

に定める借賃の額が災害その他不可抗力により農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２４条に

規定する割合を超えることとなったときは，乙は，甲に対してその割合に相当する額にな

るまで借賃の減額を請求することができる。減額されるべき額は，甲及び乙が協議して定

めるものとし，その協議が調わないときは，農業委員会が認定した額とする。

� 解約権の留保の禁止

甲及び乙は，別表に定める利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない。

ただし，特別の事情があるときは，あらかじめ市と協議の上，所定の手続きを経て解約す

ることができる。

� 転貸又は譲渡の禁止

乙は，あらかじめ市と協議の上，甲の承諾を得なければ目的物を転貸し，又は利用権を

譲渡してはならない。

� 修繕及び改良

ア 甲は，乙の責めに帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について自らの費用

と責任において修繕する。ただし，緊急を要するときその他甲において修繕することが

できない場合で甲の同意があったときは，乙が修繕することができる。この場合におい

て，乙が修繕の費用を支出したときは，甲に対してその償還を請求することができる。

イ 乙は，甲の同意を得て，目的物の改良を行うことができる。ただし，その改良が軽微

である場合は，甲の同意を要しない。

� 租税公課等の負担

ア 甲は，目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。
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イ 乙は，目的物に係る農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）に基づく共済掛金及び

賦課金を負担する。

ウ 目的物に係る土地改良区の賦課金，水利費その他の費用については，甲及び乙が別途

協議するところにより負担する。

	 目的物の返還

ア 利用権の存続期間が満了したときは，乙は，その満了の日から７日以内に，甲に対し

て目的物を原状に回復して返還する。ただし，災害その他の不可抗力，修繕若しくは改

良行為による形質の変更又は目的物の通常の利用によって生じる形質の変更については，

乙は，原状回復の義務を負わない。

イ 乙は，目的物の改良のために支出した有益費については，その返還時に増価額が現存

している場合に限り，甲の選択に従い，その支出した額又は増加額（土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）に基づく土地改良事業により支出した有益費については，増価額。

以下同じ。）の償還を請求することができる。

ウ イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間でその支出した額又は

増価額について協議が調わないときは，甲及び乙双方の申出に基づき市が認定した額を，

その支出した額又は増加額とする。

エ 乙は，イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き，目的物の返還に

際し，名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。


 利用権に関する事項の変更の禁止

甲及び乙は，この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関する

事項は変更しないものとする。ただし，甲，乙及び市が協議の上，真にやむを得ないと認

められる場合は，この限りでない。

� 利用権取得者の責務

乙は，この農用地利用集積計画の定めるところに従い，目的物を効率的かつ適正に利用

しなければならない。

� その他

この農用地利用集積計画に定めのない事項及びこの農用地利用集積計画に関し疑義が生

じた事項は，甲，乙及び市が協議して定める。
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別表

神戸市公告第５３１号
当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称

神戸市須磨区神の谷５丁目２番４

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

神戸市兵庫区笠松通９丁目２番１９号

近畿菱重興産株式会社

代表取締役 中尾 洋次郎

３ 許可番号

平成２０年８月２８日 第５９１１号

神戸市公告第５３２号
当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。
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平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称

神戸市垂水区小束台８６８番３７（３‐２工区・７工区）

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

神戸市長田区御屋敷通３丁目１番１号

山陽電気鉄道株式会社

代表取締役社長 天野 文博

３ 許可番号

平成１７年２月４日 第５４３９号

（変更許可 平成１７年３月２日 第８９９号）

（変更許可 平成１７年７月２６日 第９１０号）

神戸市公告第５３３号
当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称

神戸市西区樫野台２丁目２５番１，２５番２，２５番３，２５番４，２５番５，２５番６，２５番７，２５番８，２５

番９，２５番１０，２５番１１，２５番１２，２５番１３，２５番１４，２６番１，２６番２，２６番３，２６番４，２６番５，２６

番６，２６番７，２７番１，２７番２，２７番３，２７番４，２７番５，２７番６，２７番７，２７番８，２７番９，２８番１，

２８番２，２８番３，２８番４，２８番５，２８番６，２８番７，２８番８，２８番９，２８番１０，２８番１１，２８番１２，２８

番１３，２８番１４，３０番１，３０番２，３０番３，３０番４，３０番５，３０番６，３０番７，３０番８，３０番９，３０番

１０，３１番１，３１番２，３１番３，３１番４，３１番５，３１番６，３１番７，３１番８，３１番９，３１番１０，３１番

１１，３１番１２，３１番１３，３１番１４及び４１番の一部のうち３工区

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

大阪市中央区淡路町３丁目５番１３号

株式会社創建

代表取締役 吉村 孝文

３ 許可番号

平成２０年８月１８日 第５９０３号

神戸市公告第５３４号
物品の売却について

船舶係留用台船を入札に付します。

平成２１年１月２０日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 入札に付する物件

� 入札番号 １００

� 件名 「船舶係留用台船」売却

� 数量 １台

� 物件の概要

平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２３９７



建 造 平成２年３月

全 長 ３０．００m

全 幅 １０．００m

全 高 ２．５０m

吃 水 １．５０m

梁 矢 ０．１０m

主材質 鋼

ただし，内容については諸記録を転記したものであり，錯誤等があっても，現地説明会

での当該台船の現状有姿による確認を優先します。

� 物件の引渡し場所

神戸市中央区港島中町９丁目地先

� 現品引取期限

契約締結の翌日から起算して３０日以内とします。

２ 入札に参加する者に必要な資格

� 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でな

いこと。

� 次のいずれかに該当すると認められるものは，その事実があった後２年間一般競争入札

に参加することはできません。その者を代理人，支配人その他の使用人又は入札代理人と

して使用する者についても同様とします。

ア 契約の履行にあたり，故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者

イ 競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を

害し，若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の

実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行

に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用した者

� 営業許可，届出等を必要とするものについては，当該許可，届出等を有する者であるこ

と。

� 神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けている

者は，その指名停止期間は，一般競争入札に参加することはできません。

� 前４号に定めるもののほか，神戸市物品等競争入札参加資格の登録を受けていない者が，

神戸市指名停止基準要綱に定める措置要件の一に該当するときは，その都度市長が定める

期間は，一般競争入札に参加することはできません。

３ 入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

４ 現品保管場所

神戸市中央区港島中町９丁目地先

５ 現地説明の日時及び場所

平成２１年２月５日�午前１０時
現品保管場所において，物件につき説明を行います。
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６ 入札の日時及び場所

平成２１年２月１３日�午前１０時まで
神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課

７ 開札の日時及び場所

平成２１年２月１３日�午前１０時から
神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館地下１階入札室

８ 入札の方法

持参入札によるものとします。

９ 入札に必要な書類の交付場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

１０ 入札保証金

� 入札保証金の額は，入札金額の１００分の１０以上とします。ただし，神戸市契約規則第１５

条の指名競争入札の参加者の資格を有する者（以下「登録業者」という。）が入札する場合

において，契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるときは，入札保証金の納

付を免除します。

� 入札参加者は，入札保証金を，別に定める納付書により神戸市指定金融機関（三井住友

銀行）へ納付し，その領収書を物品の買受入札書と併せて入札当日の午前１０時までに行財

政局財政部経理課へ提出してください。

� 再度の入札をする場合においては，初度の入札に対する入札保証金の納付をもって再度

の入札における入札保証金の納付があったものとみなします。

� 落札しなかった者の入札保証金は，所定の手続終了後返還するものとします。

� 落札者の入札保証金は，契約金額納付確認後返還するものとします。

１１ 契約締結の手続き

落札者は，落札決定の日から５日以内に物品買受契約請書その他の必要な書類を提出し，

かつ契約金を納付しなければなりません。

１２ 契約金等の納付方法

契約金及び入札保証金の納付は，現金又は銀行保証小切手によるものとします。

１３ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

� 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

� 入札保証金を要する場合において，これを納付せず，又はその金額に不足があるとき。

� 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

	 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。


 入札者の資格のない者が入札したとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。
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� 前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１４ その他

この入札は，船舶係留用台船の売却のため，当該入札に参加する者は古物商の許可は必要

とはされませんが，落札者において金属くずとして取り扱う場合には，金属くず商の許可が

必要となります。

神戸市公告第５３５号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画用途地域

２ 都市計画を変更する土地の区域

神戸市の一部

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課

神戸市公告第５３６号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画高度地区

２ 都市計画を変更する土地の区域

神戸市の一部

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課
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神戸市公告第５３７号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画防火地域及び準防火地域

２ 都市計画を変更する土地の区域

神戸市の一部

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課

神戸市公告第５３８号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画特別緑地保全地区

２ 都市計画を変更する土地の区域

＜金鳥山・十文字山特別緑地保全地区＞

神戸市東�区森北町７丁目，神戸市東�区本山町田辺字ザフクゲ原
＜一里山町特別緑地保全地区＞

神戸市長田区雲雀ヶ丘３丁目

＜高取池田宮町特別緑地保全地区＞

神戸市長田区高取山町１丁目及び２丁目

＜高取妙法寺特別緑地保全地区＞

神戸市須磨区妙法寺字兀山及び字アチ口

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課
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神戸市公告第５３９号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画防砂の施設

２ 都市計画を変更する土地の区域

＜六甲山系高橋川流域防砂の施設＞

神戸市東�区森北町７丁目
＜六甲山系天上川流域防砂の施設＞

神戸市東�区本山町田辺字ザフクゲ原
＜六甲山系住吉川流域防砂の施設＞

神戸市東�区住吉山手９丁目
＜六甲山系石屋川流域防砂の施設＞

神戸市�区鶴甲２丁目
＜六甲山系新湊川流域防砂の施設＞

神戸市長田区雲雀ヶ丘３丁目

＜六甲山系妙法寺川流域防砂の施設＞

神戸市長田区高取山町１丁目及び２丁目，神戸市須磨区妙法寺字兀山及び字アチ口

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課

神戸市公告第５４０号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画生産緑地地区

２ 都市計画を変更する土地の区域

＜山田５生産緑地地区，山田６生産緑地地区及び山田７生産緑地地区＞

神戸市北区山田町上谷上字神ノ木

３ 都市計画の案の縦覧場所
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神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課

神戸市公告第５４１号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画下水道

２ 都市計画を変更する土地の区域

＜神戸市公共下水道＞

神戸市の一部

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課

神戸市公告第５４２号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画公園

２ 都市計画を変更する土地の区域

＜４．５．１５号井吹第５号公園＞

神戸市西区櫨谷町谷口字岡ノ谷，谷口字南谷，谷口字南谷奥及び谷口字南谷口

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課
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神戸市公告第５４３号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画新住宅市街地開発事業

２ 都市計画を変更する土地の区域

＜西神第２地区新住宅市街地開発事業＞

神戸市西区井吹台東町１丁目，井吹台東町２丁目，井吹台東町３丁目，井吹台東町４丁

目，井吹台東町５丁目，井吹台東町６丁目，井吹台東町７丁目，井吹台西町１丁目，井吹

台西町２丁目，井吹台西町３丁目，井吹台西町４丁目，井吹台西町５丁目，井吹台西町６

丁目，井吹台西町８丁目，井吹台北町１丁目，井吹台北町２丁目，井吹台北町３丁目，井

吹台北町４丁目，伊川谷町井吹字苗代，字西山，字小池谷，字小池口，字深谷，字竹谷，

字越前，字東室谷，字西室谷，字大戸口，字大戸奥，字登リ立及び字花折，伊川谷町前開

字室谷，伊川谷町別府字建山及び字辻ヶ内，櫨谷町菅野字城ヶ谷，字東山，櫨谷町谷口字

南谷口，字南谷，字南谷奥，字真谷奥，字中山及び字岡ノ谷，櫨谷町池谷字光松，字山ノ

谷，字城ヶ谷，字大谷及び字小谷，櫨谷町福谷字助広，字縁谷，字口縁谷，字五ヶ谷及び

字三ツ松，櫨谷町寺谷字櫨谷並びに櫨谷町友清字宮下，字鎌ヶ谷及び字奥鎌ヶ谷

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課

神戸市公告第５４４号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画地区計画

２ 都市計画を変更する土地の区域

＜西神第２地区地区計画＞

神戸市西区井吹台東町１丁目，井吹台東町２丁目，井吹台東町３丁目，井吹台東町４丁

目，井吹台東町５丁目，井吹台東町６丁目，井吹台東町７丁目，井吹台西町１丁目，井吹

台西町２丁目，井吹台西町３丁目，井吹台西町４丁目，井吹台西町５丁目，井吹台西町６
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丁目，井吹台西町８丁目，井吹台北町１丁目，井吹台北町２丁目，井吹台北町３丁目，井

吹台北町４丁目，伊川谷町井吹字苗代，字西山，字小池谷，字小池口，字深谷，字竹谷，

字越前，字東室谷，字西室谷，字大戸口，字大戸奥，字登リ立及び字花折，伊川谷町前開

字室谷，伊川谷町別府字建山及び字辻ヶ内，櫨谷町菅野字城ヶ谷，字東山，櫨谷町谷口字

南谷口，字南谷，字南谷奥，字真谷奥，字中山及び字岡ノ谷，櫨谷町池谷字光松，字山ノ

谷，字城ヶ谷，字大谷及び字小谷，櫨谷町福谷字助広，字縁谷，字口縁谷，字五ヶ谷及び

字三ツ松，櫨谷町寺谷字櫨谷並びに櫨谷町友清字宮下，字鎌ヶ谷及び字奥鎌ヶ谷

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課

神戸市公告第５４５号
都市計画を決定したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１７条第１項の規定によ

り，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平成２１年１月２０日から平成２１年２月３

日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画地区計画

２ 都市計画を決定する土地の区域

＜下谷上南山地区地区計画＞

神戸市北区山田町下谷上字南山，字大狼谷

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課

神戸市公告第５４６号
都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を平

成２１年１月２０日から平成２１年２月３日まで公衆の縦覧に供します。

なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

平成２１年１月２０日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 都市計画の種類

神戸国際港都建設計画地区計画

２ 都市計画を変更する土地の区域

平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２４０５



＜妙法寺駅東地区地区計画＞

神戸市須磨区妙法寺字口中山，杉原山，桜ノ界地，辻堂，辻堂山，中田，東畑，乗越及び

万上畑

３ 都市計画の案の縦覧場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所２号館４階

都市計画総局計画部計画課

区 役 所

神戸市長田区公告第４２号
次の臨時運行許可番号標（以下「番号標」という。）が失効したので，神戸市自動車臨時運行

許可規則（昭和２８年３月規則第１４号）第５条第３項の規定により公告します。

平成２０年１２月２２日

神戸市長田区長 川 本 勝太郎

神戸市長田区公告第４３号
次の臨時運行許可番号標（以下「番号標」という。）が失効したので，神戸市自動車臨時運行

許可規則（昭和２８年３月規則第１４号）第５条第３項の規定により公告します。

平成２０年１２月２５日

神戸市長田区長 川 本 勝太郎

選挙管理委員会

神戸市選告示第８号
神戸市選挙管理委員会委員長 藤本 浩史より，平成２０年１２月３１日付をもって委員長の職を

辞する旨の申出があったので，神戸市選挙管理委員会規程（昭和５１年８月１日 神戸市選告示

第１号）第２条第２項の規定による委員長の選挙を行った結果，平成２１年１月１日付で次の者

を委員長に選任した。

平成２１年１月５日

番号標に記載さ
れた番号

失効年月日 番号標の貸与を受けた者の住所及び氏名

神戸６６－１３神戸 平成２０年１２月２２日
神戸市長田区片山町５丁目１１－３－６１６

千葉 直治

番号標に記載さ
れた番号

失効年月日 番号標の貸与を受けた者の住所及び氏名

神戸６６－６５神戸 平成２０年１２月２５日
神戸市長田区駒が林町３丁目－１５－１６

福田 伊佐夫

２４０６ 平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号



神戸市選挙管理委員会

委員長 濱 本 りつ子

住 所 神戸市中央区東川崎町５丁目１０番１２号

氏 名 濱本 りつ子

神戸市選告示第９号
神戸市選挙管理委員会規程（昭和５１年８月１日 神戸市選告示第１号）第４条第１項の規定

により，平成２１年１月１日付をもって，委員長の職務を代理する委員に次の者を指定した。

平成２１年１月５日

神戸市選挙管理委員会

委員長 濱 本 りつ子

住 所 神戸市中央区熊内町５丁目２番３５－１０１号

氏 名 佐伯 育三

平成２１年１月２０日 神 戸 市 公 報 第３０９５号 ２４０７


